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生命地域妙高　ゼロカーボン推進宣言
1.世界から愛される妙高を目指し、全ての生命の源となる水資源の保全を図ります。
2.CO2削減に向けた地球温暖化対策に取り組み、持続可能なまちづくりを進めます。
3.地域の特性を活かした再生可能エネルギーの自給率向上に努めます。
4.プラスチックスマートを推進し、環境負荷を軽減する生活スタイルの変革に取り組みます。
5.ライチョウや高山植物をはじめとする貴重な自然資源を守り、次代に継承します。

ごみ出しのルールを守りましょう
事業系ごみとは
燃やせるごみ
金属類·大型プラスチック
廃食用油
紙類（新聞紙·飲料用紙パック·その他の紙）
段ボール
その他プラスチック製容器包装
埋立てごみ（陶器・ガラス）（練炭灰）
乾電池·蛍光管·電球
あきビン
ペットボトル
あき缶
プラスチック製品
拠点回収しているもの

収集できないごみ、一般廃棄物処理業許可業者、し尿くみ取り業者
家電リサイクル品目の処分
妙高クリーンセンター
あらい再資源センター
指定ごみ袋·粗大ごみ処理券·処理手数料差額券取扱い店
粗大ごみ（有料）戸別収集  品目別処理手数料
生ごみの減量化のために（キエーロ、段ボールコンポスト）
フードドライブにご協力ください
野焼き·不法投棄の禁止
無許可の回収業者にご注意ください
ごみの分別区分一覧
妙高市のごみや資源物のゆくえ
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リデュース

ごみを減らそう
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リサイクル

再び資源として
活用しよう

Ｒｅｕｓｅ
リユース

繰り返し
使おう
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令和7年発行令和7年発行
保存版保存版

こちらから確認できます
ごみの分け方・出し方 ごみ収集日

妙高市公式LINE ごみカレンダー



ごみ出しのルールを守りましょう
◉ごみ集積所は、それぞれの地区で設置し管理されており、
　冬季間の収集物・方法も地区で決定しています。
◉集積所での収集は、家庭ごみだけです。事業系ごみは、
　収集しません。各事業所で、収集業者へ依頼してください。

●収集日の決められた時間までに出しましょう
・収集日は「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」でご確認ください。
・前日から出さずに、収集日当日の朝８時までに出してください。
・ごみ集積所から資源物などを無断で持ち去りする行為は条例で禁止されています。
（持ち去り行為を発見した場合には、環境生活課にご連絡ください）

●決められた集積所に出しましょう
・地区（集合住宅の場合は管理者）によって決められた集積所に出してください。
・無断で他の地区のごみ集積所に出すのは、マナー違反です。
・集積所によって、独自のルールが決められている場合もあります。詳しくは町内会や管理        
　者等へお問い合わせください。

●決められた方法で出しましょう
・しっかり分別し、品目ごとの出し方を守ってください。
・「燃やせるごみ」「燃えないごみ（埋立ごみ）」は指定袋に入れて出してください。
・袋の口は固く結んでください。

●ごみ集積所はきれいに使いましょう
・ごみ集積所は地区（集合住宅の場合は管理者）の所有物で利用者の皆さんによって、維持
　管理されています（市の所有物ではありません）。
・ごみ集積所周辺の皆さんの迷惑とならないよう、水切りの徹底と、悪臭が発生しないよう
　処置をして出しましょう。

●収集できないごみは、シールを貼って残します
・集積所に出されたごみで、分別されていないもの、分別誤りがあるもの、曜日違いのもの
　などは、シールを貼って残します。シールのチェック項目を確認の上、正しく分別し直して、
　次回の収集日に出してください。

　量や質に関わらず事業活動に伴って生じたごみのことをいいます。事業活動から生じた
ものであれば、大企業から多量に生じる場合でも、個人経営店舗や自宅兼店舗（事業所）の
ような小規模な事業所から排出された場合でも、事業系ごみとして適正に処理をしなけれ
ばならず、たとえどんなに少量でも家庭用ごみ集積所には出すことはできません。
　自ら処理施設に搬入するか、収集運搬を許可業者に委託し、適正に処理して下さい。
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※詳細は次ページ参照
■廃棄物の分類イメージ

■事業系一般廃棄物の処理方法

廃

棄

物

家庭ごみ
家庭生活から生じた廃棄物

事業ごみ
事業活動から生じた廃棄物

家庭ごみ

家庭ごみのルールに基づき
適正に分別、処理

事業系ごみ

産業廃棄物、事業系廃棄物に分別し
許可業者に委託するなど適正に処理

産業廃棄物

一般廃棄物処理業許可業者に委託

自己搬入

事業者 処理施設 事業系ごみ 家庭系ごみ集積場

事業活動に伴って生じ、
法令で定めるもの

事業系廃棄物は
事業者が責任を
もって処理する
必要があります！！

●一般廃棄物処理業許可業者（18ページ）に収集運搬を委託する
●処理施設に自己搬入（21・22ページ）する

事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じ、
産業廃棄物以外のもの

事業系
ごみ

事業系
ごみ

◯◯商店

◯◯商店

特
売
日

自宅

店舗
（事業所）

　個人経営店舗や自宅兼店舗（事業所）で
も、事業から発生するごみと家庭から発生
するごみをそれぞれ明確に区分する必要
があります。
　家庭から排出されるごみは市のルール
に従い分別しましょう。

■事業系ごみとは
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燃やせるごみ ごみの分け方・出し方は
妙高市公式LINEから

※指定ごみ袋は市役所、各支所、指定ごみ袋・粗大ごみ処理券取扱い店で販売（23～24ページ参照）
※処理手数料差額券は、市役所、各支所において、令和7年10月31日（金）まで販売

集積所に出す場合は40cm以内
に切って出す

・水分をしっかり絞って出してください。
・生ごみ処理器（キエーロや段ボールコンポストなど）
  を活用し、生ごみの減量化（26ページ参照）に
  ご協力をお願いします。

・「燃やせるごみ」の指定袋以外の袋で出されたもの
・紺字の旧指定ごみ袋に処理手数料差額券が貼られていないもの
・旧市町村（新井市、妙高高原町、妙高村）の指定袋で出されたもの
・新井市の記載のある差額処理券が貼られているもの

・金属等の混入は、最小限（バネ・ネジ程度）にする
・使い捨てライター → ガス抜きをして出す
　　　　　　　　　　ガス抜きは、風通しのよい屋外で、操作レバーを下げ、
　　　　　　　　　　輪ゴムや粘着力の強いテープで固定し、半日から１日置く
・おむつ → 汚物はトイレに流す
・花　火 → 未使用の花火は使い切ってから出す
　　　　　 水に浸ししっかり消火してから出す
・黒マルチシート → 少量の場合（指定ごみ袋小サイズ１袋分程度）は
　　　　　　　　 洗って１メートル以内に切断して出す
　　　　　　　　 大量の場合は処理業者へ
・廃油、使えなくなった塗料で液状のもの → ぼろ布などに染み込ませて出す
　　　　　　　　　　　　　　　　多量の場合は処理業者へ
　　　　　　　　　　　　　　　　固まったものは「埋立てごみ」（11ページ参照）
・トイレットペーパーの芯やラップの芯 →「紙類」（７ページ参照）
・次のものは燃やせるごみとせず拠点回収へ
 まだ使える衣類・古布・かばん類（16ページ参照）
  割りばし（17ページ参照）
  綿が含まれている布（17ページ参照）
  金属のついた入れ歯・義歯（17ページ参照）
  使い捨てカイロ（17ページ参照）
  インクカートリッジ（17ページ参照）

・大きなものや長いもの（カーテン、カーペット、ふとん、ブルーシート、ホースなど）
※40cm以内に切って袋に入れる
・アルペン用スキー靴 → 「金属類・大型プラスチック」
・チョーク → 「埋立てごみ」
・塩化ビニール製品（塩ビ管など） →「処理困難物」

または

出し方

出すこと
ができる
主なもの

その他

収集
できない
もの

「燃やせるごみ」の指定ごみ袋（オレンジ色の文字）に入
れて出してください
紺字の旧指定ごみ袋を使う場合は、処理手数料差額券
を貼って出してください

週2回

生ごみ

衣類、カーテン、カーペット、
布団、枕、毛布など

布  類
かばん、靴、ベルトなど
皮革製品

おもちゃ、傘立て、スリッパ立て、
マガジンラックなど

木製品

特殊加工紙や汚れた紙類

妙高市
指定ごみ袋

妙高市
指定ごみ袋

処理手数料
差額券

レジ袋
ビニール袋

妙高市
指定ごみ袋

感熱紙 圧着ハガキ 写真 不繊布

処理手数料
差額券が
貼られていない

できるだけ
とる

ティッシュペーパー、汚れた紙、臭いのついた紙、ワックス加工した紙、
感熱紙（レシートなど）、アルミ加工紙、圧着はがき、カーボン紙、写真、不織布、
おむつ（汚物はトイレに流す）など
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金属類・大型プラスチック

廃食用油

出し方

出すこと
ができる
主なもの

集積所の青いコンテナへ出してください
(大きさ)1ｍ×40cm×40cm程度、(重さ)15kg以内
　　　　　　　　　※大人が1人で持てる大きさ、重さまで

●金属が含まれているもの
（一部に金属が含まれ、錆びた金属もよい）

収集
できない
もの

●燃やせるごみの指定袋（中サイズ）に入らない大きさの大型プラス
　チック製品（金属部分がなくても、機械で破砕し、かさを減らします）

2か月に1回

出し方 ふたがついている容器に入れ、しっかりふたをして
集積所の青いコンテナへ出してください

年3回（7・11・3月）

ストーブ 電子レンジ 電気毛布

衣装ケース ポリタンク ポリのたる

フライパン・鍋

●電池や灯油、オイルが残っているもの
●家電４品目 → 処分方法は19～20ページ参照
テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）、冷凍庫・冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン

●パソコン（ノート・デスクトップ・タブレット） → 「小型家電製品」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処分方法は15ページ参照

その他
ストーブ・ファンヒーター

点火ライター
（チャッカマンなど）

釘・ねじ

●少しでも灯油が残っていると収
　集作業時の火災につながるため
　本体の灯油・灯油タンクを必ず
　カラにして出す
●灯油タンクの下にたまった灯油
　も、紙や布で染み込ませて抜く

火気のない屋外で、操
作レバーを下げ、輪ゴ
ムなどで固定し、半日
から1日置く

家庭から出る使用済み・
賞味期限切れの古い
食用油・未開封の油缶、
菜種油、大豆油、コーン
油、ヒマワリ油、ゴマ油、
サラダ油など

薬品等で固めたものや、
動物性の油などは、回収
できません 
バター、ラード、カカオ油、
ヤシ油、パーム油、マーガ
リン、灯油等の燃料、石油
系のオイル類など

●金属の入れ物に入れてコン
テナからこぼれないように出す
●入れ物がなく、こぼし
そうな場合はあき缶など
に入れて出してもよい

電気コードが
ついているもの

水槽

収集車や破砕機に絡
まってしまうため、
コードは根元から切
り、別に束ねて出す

収集時にガラス製かアクリル
製か判断ができないため、ガラ
ス製はあらい再資源センター
に、アクリル製は妙高クリーン
センターに直接搬入する

※必ず電池を取り外す

※油は植物性のもので液体のものに限る

灯油を抜いたあと
しばらくフタをあけて

揮発させる

電池・充電式電池が入ったもの
●処理工程で発火原因となるため、
　必ず取り外す
●電池は「乾電池」へ
●充電式電池（リチウムイオンバッ
　テリー等）は回収店、あらい再資
　源センターに出す（12ページ）
※電池が取り外せない場合は、
　あらい再資源センターに
　直接搬入する

※割れる可能性があるためビンに入れないこと  ※固形物は取り除くこと　

出すこと
ができる
主なもの

収集
できない
もの

40cm

40cm1m

ごみの分け方・出し方は
妙高市公式LINEから



収集
できない
もの

包装紙 紙箱 メモ用紙 雑誌

漫画本 広告・チラシ トイレットペーパーの芯
ラップの芯

書籍・カタログ

汚れた紙 ティッシュペーパー アイロンプリント紙

感熱紙（レシートなど） 防水加工した紙 油紙

臭いのついた紙 写真 ワックス加工した紙

不織布 複写紙

カーボン紙 圧着はがき

切符

ビニールコーティングされているもの （ラミネートなど）
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紙類

出し方 ●新聞だけでしばり、
　集積所の青いコンテナへ出してください
●ひもで十文字にしばって出す
●ビニール袋や紙袋に入れない

●窓付き封筒でセロハンがついている場合は、その部分を切り取る
●セロハンテープやガムテープは取る

紙くずやメモ紙、お菓子の箱などは燃やせるごみではなく、 
「紙類」に分別しましょう

●鉛筆や絵の具、クレヨン、マジック、墨汁などで文字や絵が書かれていてもよい
●シールが貼られていてもよい

月1回
新聞紙

出し方 ●軽く水洗いをして切り開き、
　集積所の青いコンテナへ出してください
●ひもでしばって出す
●牛乳パックやジュースパックなどで内側が白いものが対象
　内側が銀色の紙パック　→　「燃やせるごみ」

月1回
飲料用紙パック

←このマークが目印です

出し方 ●集積所の青いコンテナへ出してください
●紙袋に入れるか、ひもで十文字にしばって出す
●紙袋の取っ手がプラスチックなどの場合は切り取る
※切り取った紙袋の取っ手やビニールカバーなど　→　「燃やせるごみ」
●その他の紙は、全部一緒にして紙袋に入れても、しばってもよい

月1回
その他の紙

その他の紙

←このマークが目印です

出すこと
ができる
主なもの

「燃やせるごみ」へ

その他

アルミ加工紙

ごみの分け方・出し方は
妙高市公式LINEから



収集
できない
もの
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段ボール

その他

出すこと
ができる
主なもの

出し方
集積所の青いコンテナへ出してください
●セロハンテープやガムテープ、金具はできるだけ取り、開く
※送付票は取る
●１ｍ以内に折りたたみ、ひもで十文字にしばって出す

袋類 カップ類 パック類 発泡スチロール類

●汚れの取れないもの、洗えないもの、中身が残っているもの → 「燃やせるごみ」
●容器包装以外で指定袋（中サイズ）に入るプラスチック製品→「プラスチック製品」
●容器包装以外で大型のプラスチック製品 → 「金属類・大型プラスチック」

●中を空にし、水洗いをすること
※チューブ類　→　中身を使い切ったうえで半分に切り、中を洗うか、
　　　　　　　　　ふき取ってください
●小さいもの、細かいものや風で飛びやすいものは、ビニール袋
　（透明でなくてもよい）に入れて出してください。容器包装の袋類
　（お菓子の袋など）に入れて出してもよい
※リサイクルの妨げになるため、何重にも袋を重ねないでください
●白色トレイは、スーパー等の店頭回収を利用することも可能

月2回 その他プラスチック製容器包装

←このマークが目印です

←このマークが目印です
ダンボール

その他プラスチック製容器包装

出し方 集積所の青いコンテナまたはネットへ出してください
（段ボールと混ざらないように出す）

週1回

←このマークが目印です

出すこと
ができる
主なもの

チューブ類 ふた類 ボトル類

●その他プラスチック製容器包装の判断のポイント（いずれかに該当すること）
①「物を入れ、または包むもの」であること
　 → 果物等に使われるネット、発泡スチロールや緩衝材　など
②「商品の容器および包装」であること
　 → ストロー・割りばし・スプーンなどの袋、レジ袋　など
③ 商品が消費されたり、または商品と分離された場合に不要となるものであること
　 → ポケットティッシュの個袋、納豆・プリン・ヨーグルトなどの容器　など
④ プラマークがついているもの

●火災やケガの原因となるため、
　電池、ライター、カミソリ、注射針など
　危険な異物を混ぜない

ごみの分け方・出し方は
妙高市公式LINEから
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埋立てごみ 乾電池・蛍光管・電球

出すこと
ができる
主なもの

出すこと
ができる
主なもの

出し方 ●燃えないごみ用の指定袋に入れて
　出してください
●破砕の必要なものと破砕の必要がないものに
　分けて出してください
※陶器、ガラスなどは破砕して体積を減らすため

ガラス製の食器や置物

陶器の食器や置物

・単1から単5の筒型電池
・角型アルカリ・マンガン電池
※液もれしたものもよい
・リチウム一次電池（使い切りの電池）

蛍光管・電球・豆電球・
グロー球・LED電球 
点灯管(グロースタータ)

珪藻土マット

塗料が固まり出せない缶
割れたビン・

汚れが取れないビン

ガラス　 鏡

●割れたガラスは、紙類で包んで「ガラス」と明記すること
　（透明な袋に入れ、更に指定袋に入れることは可）
※作業上危険なため、中に何が入っているかわかるようにすること
●「石綿」が使用されている製品を集積所に出すときは水で十分湿らせて、他の埋立てごみと
　混ぜずに指定袋に入れて、袋にマジックで「石綿」と明記すること
●まだ使える陶器・ガラス食器はリユース品として拠点回収へ
   （16ページ参照）

年4回

妙高市
指定ごみ袋
燃えないごみ

妙高市
指定ごみ袋
燃えないごみ分けて

破砕が
必要ないもの

破砕が
必要なもの

陶器、ガラス、
汚れの落ちない
ビン

灰など

出し方 ●集積所の青いコンテナへそのまま出してください
●外装に入れる必要はありませんが、外装つきのままでもよい
●蛍光灯、電球は割れないように注意

年4回

ボタン電池の
出し方について

ボタン電池
回収店

ボタン電池
コイン電池
※端子部をテープ等で
　絶縁してください

水銀体温計
水銀温度計

　電池の種類については、電池に記載してある形式記号を確認
してください。 酸化銀電池（形式記号SR）、アルカリボタン電池
（形式記号LR）、空気亜鉛電池（形式記号PR）

充電式電池の
出し方について

　回収協力店に設置されている「リサイクルボックス」または
　あらい再資源センターへ出す
　リサイクルマークがついているものに限る

　ボタン電池を出す際には、他の電池と触れて発熱・発火する恐れがあるため、必ず電極
にセロハンテープを貼って絶縁して出してください

その他 　必ず電極にセロハンテープを貼って絶縁してください。 回収協力店に置いてある「ボタ
ン電池回収缶」に入るようにして回収店へ持ち込んでください。 回収店へ持ち込む場合
は、お店の方に声をかけて、回収缶や回収ボックスの中に入れてください。回収缶・回収
ボックスに入る大きさのもののみです。 回収缶に入らないものや回収店へ持ち込むこと
が困難な場合または形式記号BRおよびCRのボタン電池は、 ビニール袋に入れて乾電
池・蛍光管・電球の日に出してください。

（株）ヤマダ電機テックランド妙高店（柳井田町）、
あらい再資源センター

充電式電池回収店
アバント（白山町）、（株）上越無線（柳井田町）、（株）ヤマダ電機テックランド妙高店（柳井田町）、
あらい再資源センター

収集
できない
もの

ごみの分け方・出し方は
妙高市公式LINEから



出すこと
ができる
主なもの

　大きさ40ｃｍ未満のもの、プラスチック素材だけでできている
プラスチック製品のみ（一部でも金属が含まれているものは除く）。

台所
用品

収納
用品

お盆、計量カップ、ボウル、ザル、三角コーナー、食品保存容器、
まな板（手で曲げられるもの厚さ５㎜未満程度）、
食器（お椀、茶わん、コップ、皿）など

ハンガー、
書類ケース・
レターケースなど

清掃
用品

ごみ箱、バケツ、じょうろ、
ちりとりなど

風呂
用品

おけ・洗面器、
風呂いすなど

屋外
用品

プランター、
植木鉢など

文具
用品

ＣＤ・ＤＶＤ・ＢＤなどのケース、
クリアファイル、定規、
下じきなど
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あきビン

出し方 ●集積所の青いコンテナへ出してください
※色分けする必要はありません
●中をカラにして、水洗いする　●ふたをとる
●油のビンは逆さまにして中を出しきればよい(多少のぬめりＯＫ)

●繰り返し使えるビン（リターナブルビン）はできるだけ販売店へ
　ビールビン、一升ビン、牛乳ビン　など
●農薬のビン、汚れが落ちないビン、割れたビン、耐熱ガラス（哺乳ビンなど）  →　「埋立てごみ」
●金属のふた　→　「あき缶」
●プラスチックのふた　→　「その他プラスチック製容器包装」
※農薬が使い切れず残っている場合は、農協の回収または処理業者へ

月1回

出し方 ●集積所の青いコンテナまたはネットへ出してください
●大きいものはそのまま出す
●小さいものは、透明・半透明の袋に入れて出す

月2回

収集
できない
もの

プラスチック製品

ペットボトル

出し方 ●集積所の青いコンテナまたはネットへ出してください
●中をカラにして、水洗いする　●ラベルとふたを取る
●出すときはつぶしてもつぶさなくてもどちらでもよい

●農薬を入れたもの、汚れの取れないもの　→　「燃やせるごみ」
●プラスチックのラベル、ふた　→　「その他プラスチック製容器包装」
●農薬が使い切れず残っている場合は、農協の回収または処理業者へ

月1回 ←このマークが目印です

スーパー等の店頭回収を利用
することもできますが、この場
合もラベルとふたを必ずとっ
てください

あき缶

出し方 ●集積所の青いコンテナへ出してください
●中をカラにし、水洗いする
※水洗いできない油やペンキの缶は中身を出し切ってから出す
※紙や布でよく拭き取り、薄く付着している程度にする
※ペンキなどが固まった状態のもの　→　「埋立てごみ」

月1回

●スチール缶とアルミ缶は一緒に出してよい  ●つぶさないで出す（つぶれてしまったものもよい）
●缶詰のふたも一緒に出す  ●錆びた缶、腐食してボロボロになった缶もよい
●スプレー缶、カセットボンベは中身を使い切って、缶に記載の指示に従いガス抜きをする※ガス抜き作業は屋外の風通しの良い場所で行う

プラスチック製品とは?

　プラマークのついていないプラスチック素材
だけでできているプラスチック製品のことです。 
今までは「燃やせるごみ」としていましたが、
分別して収集し、リサイクルします。

●プラスチック製容器包装（プラマークのついているもの）
　→ 「その他プラスチック製容器包装」
●ブラシ、ビデオテープ、おもちゃなど一部に金属やゴムなど含まれているもの
　→ 金属が使われている場合…「金属類・大型プラスチック」
　→ それ以外…「燃やせるごみ」
●一辺の長さが40ｃｍ以上のもの → 「金属類・大型プラスチック」
●ペットボトル → 「ペットボトル」

←このマークが目印です

ごみの分け方・出し方は
妙高市公式LINEから

※ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤは燃やせるごみ

●汚れているもの → 「燃やせるごみ」
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拠点回収しているもの 集積所では分別回収しませんが、資源として活用できるものです。
身近な回収場所へできるだけ持参してください。

小型家電製品
〈拠点回収場所〉市役所本庁舎、妙高高原支所、妙高支所、あらい再資源センター、新井ふれあい会館、ワークセンターこでまり

せん定枝・木材
〈拠点回収場所〉（有）川村商店　妙高市中川1-27　☎72‐9422 受付時間／8:30～17:00

小型家電製品には、貴重な資源(レアメタルや金・銀・銅)が含まれています

＜出すときの注意＞
　●袋に入れない
　●ひもでしばらなくてよい
　●果実（柿など）は取り除く

＜回収できるもの＞
　せん定枝、丸太、角材、杭、囲い資材、樹木、
　竹、柳、うるし、とげのある木

＜回収できる大きさ＞
　直径：制限無　　長さ：制限無
　（車輌で運搬できる範囲）

市民の皆さんに無料でチップをお譲りします
○妙高市民に限定
○チップを入れる袋を持参すること
※軽トラック等に直接積込める場合は不要です
○チップの保管量によってはお譲りできない場合有

（有）川村商店へお問い合わせください

＜出すときの注意＞
　●洗濯済みのものを出す（クリーニング不要）
　●濡れないようにビニール袋に入れる
＜回収できないもの＞
　洗濯していないもの、カビや汚れがついているもの下着、
　肌着、水着、ストッキング、制服、ユニフォーム
　ふとん、カーペット、マットレス、枕、座布団、ぬいぐるみ

＜回収できないもの＞
　解体廃材、
　くぎや金具のついているもの

「金属ごみ」としても出せますが、「金属ごみ」の回収ではレアメタルなどの貴重な資源のリサイクル
ができません。可能な範囲で、拠点回収場所（専用回収ボックスあり）へお持ちください。

●40cm×20cm程度で回収ボックスに入るもの
対象品は、市町村によって異なります。回収及び運搬のしやすさと、有益性から対象品を限定しています。
・家電用ゲーム機本体及びソフト（カセット）、携帯電話、携帯用テレビ、小型ゲーム機、電子機器 
付属品、電子辞書、パソコン（ノート・デスクトップ・タブレット）、パソコン用モニタ(液晶・ブラウン
管)、パソコン用外付けディスクドライブ、ポータブルDVDプレーヤー、ICレコーダーなど
・新たに、充電式電池内蔵で取り外しや分解できない製品（電子タバコ、モバイルバッテリー、ワイヤレス
イヤホン、電気カミソリ、電動歯ブラシ、ハンディ掃除機、ハンディファン、スマートウォッチなど）を追加
・上記付属品（ACアダプター、ケーブル、リモコン）

対
象
品

衣類・かばん・食器類
〈拠点回収場所〉

まだ使えるものを回収します（リユース品）

妙高高原支所、妙高支所、あらい再資源センター

20cm

40cm

樹木をせん定した枝や木材を回収し、県内の工場で燃料としたり
市内の工場でチップにします

〈処理費〉
家庭系  10kgあたり   75円
事業系  10kgあたり 150円

衣類・古布

＜出すときの注意＞
　●濡れないようにビニール袋に入れる
＜回収できないもの＞
　カビや汚れがついているもの　→　「燃やせるごみ」
　車輪のついたかばん、ゴルフバッグなど　→　「金属類・大型プラスチック」

＜回収できないもの＞
　汚れているもの、割れたり、かけたりしているもの　→　「埋立てごみ」
　プラスチック製・木製の食器（おわん、重箱、弁当箱など）　→　「燃やせるごみ」
　金属製の食器（スプーン、フォーク、なべなど）　→　「金属類・大型プラスチック」

かばん類

＜出すときの注意＞
　●段ボール箱に入れる。食器１枚毎に緩衝材（新聞紙等）で包む。
　※隙間がある場合は新聞紙などを入れて割れないようにする

食器類（陶磁器、ガラス食器）

洗濯したものを
ビニール袋に入れる

→「燃やせるごみ」

ビニール袋
に入れる

衣類・古布（素材は問いません）
ジャケット、コート、ワイシャツ、ブラウス、Ｔシャツ、ポロシャツ、セーター、ベス
ト、ズボン、スカート、帯、着物、浴衣、作業着、スキーウェア、スポーツウェア、
小物類（手袋、ネクタイ、ハンカチ、帽子、マフラー）、タオルケット、シーツ、布
団カバー、毛布など

かばん類（素材は問いません）

食器類（陶磁器、ガラス食器）
革かばん、ショルダーバッグ、トートバッグ、ハンドバッグ、ランドセル、リュックサックなど

●皿類（カレー皿、サラダボウル、スープ皿、どんぶり）　●茶碗類（コーヒーカップ、コ
ップ、ご飯茶椀、湯のみ茶碗）　●その他（急須、とっくり、ちょこ、土鍋、ワイングラス）

まだ着られる・
使用できるものは
ごみとして処分せず
リユース（再使用）を
推進しましょう！

※充電式電池が取り外しや分解できる製品は対象外になります。
　充電式電池はP12充電式電池の出し方を確認してください。
　電池を取り外したものは「金属・大型プラスチック」の日に出し
　てください。

　例：電動工具、電気自転車のバッテリー、
　　 ハンディ掃除機など



収集できないごみ（市の処理施設へ持ち込みできないごみ）
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＜出すときの注意＞　●洗って乾燥させる

割 り ば し
〈拠点回収場所（回収ボックス設置場所）〉　市役所本庁舎、妙高高原支所、妙高支所、あらい再資源センター、新井ふれあい会館

「割りばし」はなるべく使わないようにしましょう　
回収したものはハガキやコピー紙に再生します

割りばし、竹ばし、アイスの棒・木製スプーン
使用していないものも可　　割りばしの紙袋は「その他の紙」へ

対象品
洗う かわかす

＜出すときの注意＞　●洗濯したものであること

綿 布
〈拠点回収場所（回収ボックス設置場所）〉　市役所本庁舎、妙高高原支所、妙高支所、あらい再資源センター、新井ふれあい会館

回収したものは、ウエス（機械の作業布）にします
（福祉作業所りんどうの里で加工しています）

綿を含む製品…綿が30％以上含まれているもの
（例）…シーツ、布団カバー、タオル、洋服、Tシャツ、肌着（パンツを除く）、デニムなど

対象品

化繊100％のもの、パンツ、くつ下、帽子などの小物類、ウール素材、
防寒着などキルティング加工されたもの

対象外

洗ったもの

使い捨てカイロ
〈拠点回収場所（回収ボックス設置場所）〉　市役所本庁舎、妙高高原支所、妙高支所、あらい再資源センター、新井ふれあい会館

使用済みの使い捨てカイロ対象品
未開封のもの、保温シップ対象外

入れ歯・義歯
〈拠点回収場所（回収ボックス設置場所）〉　市役所本庁舎、妙高高原支所、妙高支所、新井ふれあい会館

金属部分を外し、貴重な資源としてリサイクルします。収益は、ユニセフと
回収団体のNPO法人ほっと妙高たけのこ工房へ寄付されます　　　　

金属を使った入れ歯・義歯  ブリッジ、インレー、クラウンなど、
金属の付いた歯の詰め物やかぶせ物など

対象品

対象品

＜出すときの注意＞　●熱湯をかけ消毒するか、入れ歯洗浄剤で洗浄をしてから出す
●回収ボックスに設置してあるビニール袋に入れて、ボックスに入れる
●金属の付いていない入れ歯・義歯等は、「燃やせるごみ」で出す

入れ歯
回収
ボックス

回収
ボックス
へ

使い捨てカイロに使用されている鉄分は植物プランクトンが増殖するための栄養になり、植物プランクトンを増殖さ
せ、海藻が生え、藻場ができ、魚等のすみかになります。また、光合成を行う植物プランクトンや海藻が吸収する二酸
化炭素量は、陸地の数倍といわれますので、海の緑を取り戻すことができます。地球温暖化防止にもつながります。

インクカートリッジ
〈拠点回収場所（回収ボックス設置場所）〉　市役所本庁舎、妙高高原支所、妙高支所、妙高クリーンセンター、あらい再資源センター、新井ふれあい会館

家庭でお使いのインクカートリッジやトナーカートリッジ（全メーカー対応）
インク漏れなどによって途中で使えなくなったもの、未使用のものも可

回収したものは、リサイクルインクやパレットなどに
生まれ変わります　　

市の施設で処理ができない、次のようなごみは、直接、
販売店や廃棄物処理許可業者に処分をご相談ください

販売店

処
理
困
難
物

ガスボンベ  消火器  バイク  ソーラーパネル

かかりつけの医療機関と相談し、
医療機関に返却するなど適切な
処理をおねがいします

医
療
系
廃
棄
物

注射針  注射器（針と筒が一体のもの）
劇薬  その他在宅医療廃棄物など

農
業
用
廃
棄
物

あぜシート  ハウスビニール  肥料袋  農薬  
農薬プラスチックあき容器  育苗箱
育苗ポット（洗っていないもの）
農業用マルチシート（洗っていないもの） など

販売店または
廃棄物処理業許可業者

農機具  タイヤ（自動車）  バッテリー
発煙筒（未使用）  FRP製品
ベッドマット・マットレス（スプリング入り）  

廃棄物処理業許可業者
スキー・スノーボード板  耐火金庫  断熱保温材
塩ビ製品（塩化ビニール製品）  苗箱 
オイル等の廃液 コンクリートブロック 石膏ボード

※処理料金は販売店、許可業者によって異なります。あらかじめご確認ください

農協の回収
頸南資材店舗  ☎72-6503
または廃棄物処理業許可業者

※家庭菜園・花壇などで使用した少量のもの（農薬を除く）は「燃やせるごみ」に出すことができます

●一般廃棄物処理業許可業者

※事業所のごみや、引越し等に伴う家庭ごみを収集・運搬・処分してほしい場合など、お問い合わせください
　各社費用が異なりますので、あらかじめ確認してください

業　者　名 ☎ 電 話 収集・運搬・処分のできるもの
(有)川村商店 [ｴｺｱｸｼｮﾝ21]
池田興産(株)
(有)伊津美工業
(有)宇田商事 [ｴｺｱｸｼｮﾝ21]
(合)岡田環境サービス
(有)安田商会
頸南森林組合
(株)Wastec ENERGY[ISO14001]
(株)上越ハイキー
上越マテリアル(株)[ISO14001]
(有)松原商事

72－9422
75－2227
72－5201
86－4284
72－0468
75－1070
72－3379

(025)544－7710
(025)530－7667
(025)539－1008
(0269)62－1544

可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬・処分
可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬
可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬
可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬
可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬
可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬
木、枝葉類限定の収集・運搬
可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬
可燃ごみ、不燃ごみの収集・運搬
生ごみ限定の収集・運搬
斑尾地区限定の収集・運搬

産
業
廃
棄
物

家屋解体、修理時の柱・梁・コンクリートくず・石膏ボード
工場から発生するゴム・金属くず・廃油など

し尿
くみ取り
許可業者

(有)頚南清掃社 74－2166

（025）525－8269(株)上越浄化槽管理センター
[ISO14001]

※11月・12月と3月・4月にくみ取り希望が集中し、希望する日にくみ取りできない場合がありますの
　で早めの連絡をお願いします

担　当　地　区業　者　名 ☎ 電 話

妙高市内（新井地域、
妙高高原地域、妙高地域）

妙高高原地域
169円

手数料(18ℓあたり)

産業廃棄物
処理業許可業者へ
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家電リサイクル品目の処分

テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機 衣類乾燥機 エアコン

家庭用の家電製品のうち次の品目は、家電リサイクル法に基づいた、決められた処分方法で
処分してください。家庭で使用していても専ら業務用として製造・販売されているものは
処分方法が異なります。

1,700円～2,915円

2,700円～3,415円

3,400円～5,090円

4,300円～5,590円

2,300円～3,065円

2,300円～3,065円

1,300円～9,000円

1,300円～9,000円

1,000円

1,400円

600円

1,200円

1,700円

2,800円

1,800円

1,300円

800円

1,700円

料　金区　　分

ブラウン管25型未満

ブラウン管25型以上

液晶・プラズマ25型未満

液晶・プラズマ25型以上

355ℓ未満

355ℓ以上

区分なし

区分なし

室内外機一体型

室内外機セパレート型

処　理　手　数　料（運搬料）
※あらい再資源センター持込の場合

テレビ

冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機

衣類乾燥機

エアコン

指定引取所

佐川急便㈱上越営業所

日本通運㈱高田支店

家電リサイクル料金と収集運搬料の例

上越市大字富岡字引田1804-1  ☎0570-01-0615

上越市大字黒井2676-1  ☎025-543-3496
<処分のしかた>

家電リサイクル券センター

<受付時間>　午前9時～午後6時（日・祝日を除く）

https://www.rkc.aeha.or.jp
家電リサイクル料　https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html

☎0120-319640
<お問い合わせ>

家電リサイクル料は、製造会社によって料金が異なりますので、家電販売店または、
一般財団法人家電製品協会（家電リサイクル券センター）にお問い合わせください

処分方法

家電販売店

指定引取所

あらい再資源センター

一般廃棄物処理業許可業者

販売店へ支払い

郵便局で券を購入

郵便局で券を購入

郵便局で券を購入

業者へ支払い

必要

必要

必要

必要

運搬料

①自分で運ぶ

②自宅へ引き取り
（一般廃棄物処理業許可
業者へ処分を依頼）

家電品目を
持って行くところ

リサイクル料の
支払先

品　目
家電リサイクル料（目安）

15型以下

16型以上

170ℓ以下

171ℓ以上

大小区分なし

大小区分なし

大小区分なし

大小区分なし

区　分 料　金（税抜）

※受入日時などは、直接お問い合わせください
※指定引取所へ直接持っていく場合、運搬料はかかりません（郵便局で家電リサイクル券をお買い求め
　のうえ持ち込んでください）

※家電リサイクル品目の引取りは、廃棄する家電を「購入した」お店又は「買換え」するお店に依頼する
　のが原則となります
※家電リサイクル品目の処分にはリサイクル料金がかかります

※あらい再資源センター（妙高市大字梨木7  ☎72-6841）に持ち込む場合は、指定引取所までの運搬料（上の表）が別途
　必要となります
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ごみ処理施設の利用について

【平日】8:45～16:30 (12:00～13:00除く)
【土曜】8:45～11:45

妙高クリーンセンター
妙高市大字高柳931－1　☎74－0031（環境生活課）

料　　金

 家庭系ごみ  …10㎏あたり90円
 事業系ごみ  …10㎏あたり180円

○市役所での手続きは不要で、直接、施設へ搬入できます
○料金は、ごみの重量により、その場でお支払いしていただきます
○指定ごみ袋に入れて、ごみを搬入した場合は、重量による処理料
　金はいただきません。受付で申し出てください
○つり銭が不足する場合がありますので、小銭をご用意ください

処理施設

開設時間

注意事項

○荷おろしは、搬入者が行ってください
○指定ごみ袋に入れる必要はありません
○大きいものは切断して次の規格にして搬入ください
  ・角材･木材など…長さ3ｍ､幅10㎝､厚さ10㎝程度以下
  ・家具･建具など…長さ3ｍ､幅1ｍ､厚さ70㎝程度以下
○燃えないものははずして搬入ください（金属、ガラス、鏡など）
○ふとんや家具などの大きなものは裁断するため時間がかかります
○せん定枝・木材などはリサイクルします
　（有）川村商店へお持ちください（詳しくは15ページをご覧ください）

川村商店

妙高
クリーン
センター

【平日】8:45～16:30（12:00～13:00除く）

あらい再資源センター
妙高市大字梨木7　☎72－6841

○市役所での手続きは不要で、直接、
　施設へ搬入できます
○料金は、ごみの重量により、その場で
　お支払いしていただきます
○指定袋（埋立てごみ）に入れて、ごみを搬入した
　場合は、重量による処理料金はいただき
　ません。受付で申し出てください
○つり銭が不足する場合がありま
　すので、小銭をご用意ください

料　　金

家庭系ごみ
10㎏あたり75円

事業系ごみ
10㎏あたり150円

処理施設

開設時間

注意事項

持ち込める
ごみ（例）

○指定袋に入れる必要はありません   
○処理困難物、医療系廃棄物、農業用廃棄物、産業廃棄物は受付
　できません　詳しくは18ページをご覧ください   
○分別して持参し、荷おろしは、指示に従い搬入者が行ってください 
○家庭用ドラム缶に灯油が入っていたものは十分洗浄し、汚れを
　落としてから搬入してください
○石膏ボードは受入れできません。処理困難物として処理してください

（金属類）家庭用ドラム缶、金属製家具、こたつ、サッシ戸、自転車、
　　　　 ソファ、灯油ホームタンク、トタン板、物干しさお など
（埋立てごみ）陶器、ガラス類、灰など
（資源物）古紙類（新聞紙・飲料用紙パック・その他の紙）、段ボール、その他プラスチッ
　　　　　ク製容器包装、あきビン、ペットボトル、あき缶、乾電池（ボタン電池・コイン
　　　　　 電池を含む）・蛍光管・電球、廃食用油、割りばし、綿布、使い捨てカイロ、イン
　　　　　クカートリッジ・トナー、小型家電製品、プラスチック製品
（リユース品）衣類、かばん、食器類でまだ使えるもの 
※家電リサイクル品目の運搬を受け付けています
 （受付には家電リサイクル券と処理手数料（運搬料）が必要です
郵便局で家電リサイクル券をお買い求めのうえ、ご持参ください 詳しくは19～20ページをご覧ください）

※埋立てごみ以外のものは無料です ※段ボール、古紙類、
　ペットボトルは無料です 
※次のものは有料です　
　上記以外の資源物、金属類、埋立てごみ
※その他プラスチック製容器包装、
　廃食用油は、受付しません

道の駅
あらい

○総合支援学校文

旧
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指定ごみ袋・粗大ごみ処理券取扱い店

【新井地域】

店舗名

市役所本庁舎

朝日屋商店

アメリカンドラッグ新井店

池田金物店

イチコ新井店

ウエルシア妙高栗原店

えちご上越農協新井支店

えちご上越農協泉支店

えちご上越農協頸南資材店舗

金子商店

クスリのアオキ新井店

クスリのアオキ美守店

コメリハード＆グリ ーン新井店

セブンイレブン新井学校町店

セブンイレブン新井長森店

セブンイレブン妙高栗原店

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券

【妙高高原地域】

店舗名

市役所妙高高原支所

赤倉総合事務所

あらきん

アルペンブリックスパ内サンチョパンサー

えちご上越農協妙高高原支店

小石屋商店

セブンイレブン妙高高原店

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券 店舗名

第一スーパー妙高店

竹野屋商店

Ｆood’sプロアサノ

フレッシュせきはら

丸二米店

宮下商店

◎

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

○

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券

名称

燃やせるごみ

燃えないごみ用
（埋立てごみ用）

大

中

小

中

小

1,240円

620円

240円

500円

300円

20枚

20枚

20枚

10枚

10枚

67cm×45cm×20cm

55cm×33cm×17cm

36.5cm×23cm×12cm

47cm×26cm×14cm

36.5cm×23cm×12cm

1束の販売価格（消費税込み）1束の枚数 袋の大きさ（縦×横×マチ）

粗大ゴミ

店舗名

セブンイレブン妙高下町店

セブンイレブン妙高関川町店

セブンイレブン妙高姫川原店

ソルティのもと

大黒屋商店

ドラッグトップス新井店

原信新井中川店

原信美守店

ピアレマート新井店

文化チェーン・ヤマダ

丸山酒店

山岸酒店

山城屋紙店

ローソン新井高柳店

ローソン妙高柳井田店

Ｙショップ杉本商店

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

【妙高地域】

店舗名

市役所妙高支所

えちご上越農協関山支店

コメリハード＆グリ ーン妙高店

（株）十二屋

水原屋支店

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券 店舗名

セブンイレブン妙高関山店

竹田商店

ドラッグストアマツモトキヨシ関山店

ナルス関山店

◎

◎

◎

◎

○

○

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券

【上越地域】

店舗名

コメリパワー上越高田インター店

ナルス南高田店

ひらせいホームセンター新井店

◎

◎

◎

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券 店舗名

ホームセンタームサシ新井店

Ｙショップ中郷

◎

◎

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券

○

○

○

○

○

指定
ごみ袋

粗大ごみ
処理券

●指定ごみ袋料金 ※市役所、各支所では1枚から指定ごみ袋を購入できます

名称

300円

1枚

●粗大ゴミ処理券料金
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粗大ごみ(有料)戸別収集  品目別処理手数料 生ごみの減量化のために（キエーロ、段ボールコンポスト）

※戸別収集するものは、大人2人で車両に積み込むことができる範囲のものに限ります
※ふとん等の可燃物は、裁断し指定ごみ袋に入れることができる場合は、集積所に出すことができます
※大きさ１ｍ×４０ｃｍ×４０ｃｍ程度で、重さ１５㎏以内の金属・大型プラスチック製品は、集積所に出すこともできます

①処理券購入
●市役所・各支所、23～
　24ページに掲載され
　ている取扱店にて必
　要数を購入してくだ
　さい

②収集の申込み
●収集日の３日前までに
　申し込んでください
●市が指定する業者は、
　（有）川村商店
　☎72-9422です

アコーディオンカーテン
足踏みミシン
編み機
網戸
アンテナ
一輪車(作業用)
井戸ポンプ
イボ竹(5本まで)
エレクトーン
オルガン
額縁
カラーボックス(最長辺が1m未満)
カラーボックス(最長辺が1m以上)
カラオケ演奏装置
カラオケ演奏装置(モニター付き)
ガラス戸
ガラス窓
キーボード
脚立(金属製)
鏡台
空気清浄機
クーラーボックス
草刈り機
車いす
こいのぼりのさお
こたつ
こたつ板(最長辺1ｍ未満)
こたつ板(最長辺1ｍ以上)
こたつ布団
米量り
米びつ(ライサー)
ゴルフバッグ
コンポ

900円
900円
600円
600円
600円
600円
600円
300円
900円
900円
600円
300円
600円
600円
1,200円
900円
600円
600円
600円
900円
600円
300円
600円
600円
600円
600円
300円
600円
300円
900円
600円
300円
600円
600円
1,200円
600円
900円
600円
900円
300円
600円
300円
600円
600円
600円
600円

品  目 単位 手数料

コンポスト
サイドボード
座卓
三輪自転車(大人用)
自転車(車輪が16インチ未満)
自転車(車輪が16インチ以上)
じゅうたん(最長辺２ｍ未満)
じゅうたん(最長辺２ｍ以上)
障子戸
照明器具
除湿機
食器洗い機
食器乾燥機

台所用湯沸し器
畳(半畳のもの)
畳(1畳のもの)
タンス(最長辺が1ｍ未満)
タンス(最長辺が1ｍ以上)
チャイルドシート
机(金属製)
机(木製)
テレビラック(ガラス戸付き)
電気カーペット
電子レンジ
電動ミシン
ドラム缶(中身が空のもの)
ドレッサー
流し台(ユニット型)
なみ板
ぬいぐるみ
バーベキューコンロ
パイプハウス(解体し、長さ２ｍ
以下、1.5ｍ縄で縛れるもの)
パイプベッド
はしご(２ｍ未満)
はしご(２ｍ以上)
ハンガーラック
ビーチパラソル
火鉢

1台
1枚
1枚
1棹
1棹
1個
1台
1台
1台
1枚
1台
1台
1缶
1台
1台
1枚
1個
1個

1束

1台
1台
1台
1個
1個
1個

600円
600円
900円
600円
1,200円
600円
900円
600円
600円
600円
600円
600円
600円
900円
600円
300円
300円
600円

900円

900円
600円
900円
600円
600円
600円

品  目 単位 手数料

た

あ

か

さ

食器棚(最長辺が1ｍ未満)
食器棚(最長辺が1ｍ以上)
シルバーカー
水槽
スーツケース
姿見
スキーキャリア(ルーフキャリア)
スキーキャリアボックス
(ルーフボックス)
ステレオアンプ
ステレオ用スピーカー
ストーブ
ズボンプレッサー
精米機
扇風機
洗面台
洗面台(ドレッサー付き)
ソファー(１人用)
ソファー(２～３人用)
台車

1個
1個
1個
1個
1個
1枚
1個

1個

1個
1個
1台
1個
1台
1台
1台
1台
1脚
1脚
1台

600円
1,200円
600円
600円
600円
900円
600円

1,200円

600円
600円
600円
600円
600円
600円
900円
1,200円
900円
1,200円
600円

な

は

品  目 単位 手数料
ファンヒーター
ふすま
ふとん
ブラインド
ぶらさがり健康器
噴霧機
米選機
ベッドの枠(金属製)
ベッドの枠(木製)
ベッドマット(スプリングなし)
ベビーカー
ベビーベッド
ポータブルトイレ
ホームタンク(400ℓ以下)
ホームタンク(401ℓ以上)
マッサージ機
マットレス(スプリングなし)
毛布
餅つき機
物干ざお
物干支柱
幼児用遊具(ブランコ、滑り台)
ルームランナー
ガラス製品(最長辺が１ｍ未満)
ガラス製品(最長辺が１ｍ以上)
木板類(最長辺が2m以下、幅0.5m
未満、縛って直径0.5m以内)
木板類(最長辺が2m以下、
幅0.5m以上)
金属製品(最長辺が１ｍ未満)
金属製品(最長辺が１ｍ以上)
金属製品(最長辺が１.５ｍ以上)
布製品(最長辺２ｍ未満)
布製品(最長辺２ｍ以上)
プラスチック製品
(最長辺が１ｍ以上)
木製品(最長辺が１ｍ未満)
木製品(最長辺が１ｍ以上)
木製品(最長辺が１.５ｍ以上)

1台
1枚
1枚
1個
1台
1台
1台
1段
1段
1枚
1台
1台
1個
1個
1個
1台
1枚
1枚
1台
1本
1本
1個
1台
1個
1個

1束

1個

1個
1個
1個
1個
1個

1個

1個
1個
1個

600円
600円
300円
600円
600円
600円
600円
1,200円
900円
600円
600円
600円
600円
900円
1,200円
1,200円
600円
300円
600円
300円
300円
900円
900円
600円
900円

300円

600円

600円
900円
1,200円
300円
600円

600円

300円
600円
900円

(表にないものは環境生活課へ確認ください)

集積所に出せない大型のごみを、処理施設に直接搬入できない世帯に対する
サービスです　5月と10月に有料で戸別収集します

③排出
●粗大ごみに手数料分の処理券を貼り、収集日
　当日の朝８時までに玄関先へ出してください
●集合住宅の場合は１階の入り口にお出しください
●留守でも収集しますが、家屋に入っての収集
　はしません

1個
1個
1個
1個
1個
1台
1個
5本
1台
1台
1個
1個
1個
1台
1台
1枚
1枚
1台
1台
1台
1台
1個
1台
1台
1本
1台
1枚
1枚
1枚
1台
1台
1個
1台
1個
1台
1台
1台
1台
1台
1枚
1枚
1個
1個
1台
1台
1台

や

ま

ら
そ
　
の
　
他

　生ごみを減量するためには、水分量の多い生ごみの水を切って出すだけでは不十分です。
生ごみ処理器（乾燥機）で生ごみに含まれる水分を完全になくす方法や、畑などで肥料に
する方法のほか、家庭で簡単にできる方法として「キエーロ」によって生ごみを消滅させ
たり、「段ボールコンポスト」によって生ごみを肥料にさせたりする方法があります。妙高市
として、「キエーロ」「段ボールコンポスト」の普及に取り組んでいますので、市民の皆さん
も使って生ごみ減量に取り組んでみませんか。

　キエーロは、黒土中のバクテリアなどの微生物が生ごみを分解・消滅させる生ご
み処理器です。安価に作ることができ、分量や分解期間などを守っていれば、長く
使用することができ、臭いの発生もなく、手軽に生ごみを減量できます。

キエーロ

生ごみ

　段ボールコンポストは、空気を好む発酵菌により生ごみを発酵させ、たい肥に変
える生ごみ処理器です。適正に使用していれば、嫌な臭いもなく、手軽に生ごみを
たい肥化できます。

段ボール
コンポスト

使用上の注意
項目キエーロ
設置場所日当たり、風通しの良い場所に設置。雨にあたってもよい。

段ボールコンポスト
日当たり、風通しの良い、雨の当たらない場所に設置。

生ごみを分解するために、適度に水分を加える必要がある。
（泥団子程度）

玉ねぎの皮、タケノコの皮、トウモロコシの芯、
繊維質の多い野菜、野菜の根（分解されにくい）
食肉の骨、貝殻、卵の殻、食べ物以外のもの（分解されない）

深く掘って生ごみを投入し、しっかりと土をかぶせれば虫、
臭いの予防になる。虫が湧いたら、殺虫剤も使用可能
（この場合堆肥化はできない）

水気を切ってから投入しないと臭いの元となる。

水分の多いもの（水気を切ってから投入）玉ねぎの皮、
タケノコの皮、トウモロコシの芯など（分解に時間がかかる）
貝殻、食べ物以外のもの（分解されない）

生ごみの水気をよく切ること。
虫よけネットを必ずかぶせる。

投入できない

生ごみ

水分

臭い・虫対策

★詳しくは、市ホームページ　https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/26806.htmlをご覧ください。

キエーロキエーロ

分解
消滅

生ごみ 段ボールコンポスト段ボールコンポスト
発酵
たい肥
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フードドライブにご協力くださいフードドライブにご協力ください

食品の
寄付

食品の
受渡

お持ちいただきたい食品

□穀物
（米、小麦粉、乾麺など）

□保存食品
（缶詰、ビン詰など）

□乾物
（のり、豆、海藻など）

□インスタント食品、レトルト食品
（カップラーメン、レトルトカレーなど）

□調味料各種、食用油など
（しょうゆ、みそ、砂糖など）

□菓子類・粉ミルク・離乳食

住所：妙高市大字長森１８５４番地　NPO法人あいあう

連絡を取りたい場合は、妙高市環境生活課 ☎0255-74-0031へお電話ください

①未開封のもの（包装が破損等していないもの）
②賞味期限が明記され、期限が1か月以上あるもの
③常温保存が可能なもの（冷凍、冷蔵、生鮮食品以外のもの）

ご注意いた
だきたいこと
次の条件を

満たしてください
※アルコール類（みりん、料理酒を除く）、ノンアルコール飲料
  （ノンアルコールビールなど）は対象外
※お米は、前年刈り取りの米まで可能。できる限り玄米での提供をお願いします。
※条件を満たさない場合や食品の状態によっては、お持ち帰りいただく場合があります。

　妙高市では、食品ロス対策と食べ物に困っているかたへの支援のため、フードドライブ
を行っています。ご家庭で余っている食品がありましたら、ご協力ください。

寄付受付先

野焼きは法律で禁止されています
　廃棄物の野外焼却（いわゆる野焼き）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」）で、原則禁止と
されています。野焼きは、健康へ深刻な影響をもたらすとされているダイオキシン類の発生につながるだけではなく、火災の
発生や煙害など、地域の皆さんにも迷惑がかかることとなります。また、ドラム缶焼却や地面に穴を掘っての焼却、違法な焼
却炉などによる焼却行為も野焼きと同様に廃棄物処理法で禁止されています。

●例外として野外焼却が認められているもの
 ・ 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 ・ 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却  
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却（どんど焼き等の地域の行事における不要となった
　門松、しめ縄等の焼却）
 ・ 農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの（たき火、キャンプファイヤーなどを行
　う際の木くず等の焼却）
※例外として認められているものを含め、野外焼却等を行う場合には、消防署への届け出が必要となる場合があります。
　詳しくは、最寄りの消防署へご確認をお願いします。

●注意
 ・ 生活環境の保全上の観点から行政指導などを行う場合があります。
・野外焼却（野焼き行為）禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境の保全上支障を与え、苦情等がある場合は
　行政指導の対象となります。

●不法投棄とは
　みだりに（正当な理由なく）廃棄物を捨てることを不法投棄といいます。自分の土地に捨てたり、穴を掘って埋めたりす
　ることも不法投棄にあたります。不法投棄は、人目につきにくい夜間や早朝に、山間部や河川敷、または休耕田などで
　行われることが多いです。

●周囲の目が抑止につながります
 ・ 家庭ごみのポイ捨ても含め、「不法投棄は許さない監視の目」が不法投棄の抑止につながります

●不法投棄がもたらす問題
 ・ 自然環境や地域の景観を損ないます
 ・ 将来にわたって、地下水汚染や悪臭などの環境問題を発生させるおそれがあります
 ・ 原状回復には、多大な費用がかかります　

●不法投棄、野外焼却については、廃棄物処理法により罰則が規定されています
 ・ ５年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科（第25条第１項第14,15号）
 ・ 法人の場合は３億円以下の罰金（法人重科 第32条第１号）

不法投棄は犯罪です  不法投棄は絶対に許しません！

　トラック型回収、空き地回収、チラシ配布型回収のような不用品回収業者は廃棄物の回収を無許可で営業しているもの
がほとんどです。ご家庭のごみなど一般廃棄物を回収するには、市の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。産業廃棄
物収集運搬業の許可や古物商の許可では回収できません。
　廃棄物を無許可の回収業者に引き渡すと、法を守った適正な処理が確認できません。

無許可の回収業者にご注意ください















妙高市のごみや資源物のゆくえ（ごみ処理フロー）

分別区分 中間処理 リサイクル または 最終処分

資
源
物

可
燃
物
・
不
燃
物

あき缶 あらい再資源センターでアルミと
スチールに選別し、圧縮しています

県内外の工場で、アルミはアルミ缶
や自動車部品の原料に、スチールは
鉄筋などに再生しています

乾電池・蛍光管・電球 あらい再資源センターで選別・梱包
します

乾電池は県外の工場で製鉄原料
に、蛍光管・電球は県内の工場でガ
ラス製品の原料に再生しています

金属類・大型プラスチック あらい再資源センターで破砕・選
別・圧縮しています

金属は、県内の工場で、鉄筋などに
再生しています。その他は、焼却と
埋立しています

市内の工場で、それぞれ選別・圧
縮・梱包しています

県外の工場で、飲料用紙パックはト
イレットペーパーやティッシュペー
パーに、段ボールは段ボール原紙に
再生しています

県外の工場で、新聞は新聞用紙や
事務用紙に、その他の紙は段ボール
原紙や厚紙などに再生しています

プラスチック製容器包装
・その他のプラスチック製容器包装
・白色トレイ

（財） 日本容器包装リサイクル協会
を通じて、上越市内の工場で選別・
圧縮・梱包しています

県外の工場で、日用品などのプラス
チック製品に再生しています

プラスチック製品

段ボール

紙類
・飲料用紙パック
・新聞
・その他の紙（広告、雑誌類、
 その他紙製容器包装など）

上越市内の工場で選別・圧縮して
います

上越市内の工場で、杭やパレットに
再生しています

ペットボトル 市内の工場で、選別・圧縮・梱包し
ています

県外の工場で再生ペレット化し、
プラスチック製品などに再商品化
されます

あきビン  ※色区別なし　 市内の工場で、無色・茶色・その他
色に選別しています

県外の工場でカレット再資源化し、
ガラスビンなどに再商品化されます

せん定枝・木材（拠点回収）　 市内の工場でチップにします 県内の工場で燃料としたり、希望者
に無料配布しています

割りばし（拠点回収） 市内の工場で、選別・梱包しています

妙高クリーンセンターで焼却しています

県外の工場で、ハガキやコピー用紙
に再生しています

小型家電製品（拠点回収） 市内の就労施設で、分解・選別します 就労施設を通じ、県外の工場でレア
メタルなどの有用金属を回収します

綿布（拠点回収） 福祉作業所りんどうの里でウエス
（機械の作業布）にしています

入れ歯（拠点回収） 専門業者が貴金属を取り出し再生
しています

使い捨てカイロ（拠点回収） 「海の植林事業」に利用されます

市内の工場で破砕し、減容化します

衣類・かばん・食器（拠点回収）

インクカートリッジ・トナー（拠点回収）

県内の工場を通じ、海外でリユース
されます

廃食用油

燃やせるごみ

埋立てごみ
・陶器、ガラス類
 （破砕が必要なもの）
・練炭灰など
 （破砕の必要がないもの）

市内の工場で、BDF（バイオディー
ゼル燃料）に再生しています

灰をセメントで固化し、妙高高原最
終処分場に埋立しています

妙高高原最終処分場に埋立してい
ます

県外の工場で、新たなリサイクルイ
ンクやパレットなどに再生します
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